
 

由利本荘市スポーツ少年団各種大会交流会等参加費補助金 

平成１７年３月２２日 

改正 平成１８年４月１日 

改正 平成２０年４月１日 

改正 平成２４年４月１日 

改正 平成２７年４月１日 

改正 平成２９年３月３１日 

改正 令和４年３月３１日 

改正 令和６年３月２９日 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、スポーツ少年団の競技交流活動を支援することを目的とし、

由利本荘市補助金等の適正に関する条例（平成１７年由利本荘市条例第５３号。

以下「条例」という。）の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次条の大会等に参加する市民かつ市内のスポーツ少年団登

録団員及び登録指導者とする。 

 （補助対象の大会） 

第３条 補助対象の大会は、日本及び東北スポーツ少年団本部又は競技団体が主催

する全国及び東北規模の大会等とする。ただし、県内で開催されるものを除く。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、補助対象の大会へ出場するために必要な参加料、交通費、

宿泊費および用具費等とする。 

 （補助金の額等） 

第５条 補助金の額等は、個人、団体を問わず１人につき次の額とする。ただし、

交付回数は、年度１回とする。 

 （１） 全国大会規模の大会 １０，０００円 

 ただし、東北地方で開催の場合は５，０００円 

 （２） 東北大会規模の大会  ５，０００円 

 （補助金の申請等の手続） 

第６条 補助金交付の申請、決定、報告等の手続については、条例の定めるところ



 

による。 

 （補助事業の期間） 

第７条 補助事業の期間は、令和９年３月３１日までとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年３月２２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の本荘市スポーツ少年団各種大会、

交流会等参加補助金交付要綱（本荘市制定）又は鳥海町スポーツ少年団大会派遣

費補助金交付要綱（鳥海町制定）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年４月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、改正前の由利本荘市スポーツ少年団各種大

会交流会等参加費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（平成２０年４月１日） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年４月１日） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２７年４月１日） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


